令和８年度　湖西市浄化槽設置整備事業費補助金概要
　浄化槽設置整備事業費補助金の申請受付は令和８年４月１日受付開始します。
補助金は予算の範囲内で交付するため、予算がなくなり次第終了となります。
補助金の申請

合併浄化槽設置工事に着工する前に申請者が提出してください。※郵送でも可。
申請手順は『申請から補助金交付までの流れ』をご確認下さい。※前年と変更点がありますので注意してください。
補助条件
・ 公共下水道事業計画区域以外の区域であること

· くみ取り槽又は単独処理浄化槽から浄化槽への転換であること
· 補助の対象となる浄化槽（以下「補助対象浄化槽」という。）は、浄化槽設置整備事業実施要綱の取扱いについて（平成18年4月21日付け環廃対発第060421004号）4に定める放流水の総窒素濃度が20mg/ℓ以下の機能を有する高度処理型の浄化槽、かつ、同通知12の表1に定める消費電力基準以下の環境配慮型浄化槽であること
・ 個人がその居住の用に供する家屋（延べ床面積2分の1以上が専ら居住の用に供すること）であること
補助の対象にならないもの
・ 浄化槽設置の届出を行わず浄化槽を設置するもの
・ 住宅を借りているもので、賃貸人の承諾が得られないもの
・ 別荘その他、生活の本拠以外の住宅に浄化槽を設置するもの

・ 補助金を交付申請した年度の3月19日までに浄化槽設置工事を完了しないもの
・ 過去にこの補助金を受けたもの
・ 補助金申請時すでに浄化槽設置工事に着手しているもの
· 市の行う検査に立ち会わない人
補助金額
本体工事費、宅内配管工事費及び既設浄化槽等の撤去工事費が補助対象となります。
	人槽区分
	本体工事費
	宅内配管
工事費
	撤去工事費
（くみ取り槽）
	撤去工事費
（単独処理槽）

	5人槽
	360,000円
	330,000円
	120,000円
	150,000円

	6～7人槽
	462,000円
	330,000円
	120,000円
	150,000円

	8～10人槽
	585,000円
	330,000円
	120,000円
	150,000円



＜問い合わせ先＞


〒431-0441　湖西市吉美3294-47（環境センター内）


湖西市役所 廃棄物対策課 廃棄物係


電　話：053 - 577 - 2255


ＦＡＸ：053 - 577 - 3253








